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1．はじめに

本稿は脱北者に関する研究である。北朝鮮の深
刻な人権状況を理解しようにも、情報を得ること
は困難であり、実態が見えにくい。それを少しず
つ可能にしてくれるのが、脱北者（1）の証言である。
脱北者数の増減は北朝鮮人権状況を測る「温度
計」（国家人権委員会 2010: 49）でもある。これ
が脱北者研究の意義である。脱北者研究では、脱
北者の証言に如何なる虚偽やバイアスが入り込む
か、または脱北者は北朝鮮社会（母集団）の実態
を反映する標本たり得るかといった解明が研究対
象となる。

韓国には 1948 年 9 月の脱北者第 1 号である人
民軍兵士以来、2012 年 7 月末現在で 24,010 人が
入国しているが、日本では脱北者問題といっても
切実さがなく、北朝鮮帰国事業による元在日朝鮮
人ら 200 名ほどが北朝鮮を脱出して日本に入国し
ているだけである。

脱北者に関する先行研究の数は膨大であっても、
韓国国会図書館や RISS 等で論文検索すると、大
半は韓国社会定着に関するものである。脱北者が
急増したのは 1990 年代後半の食糧難の頃からで
あり、女性が半数を超えたのは 2002 年からであっ
て、学問分野としては発展段階であり、韓国で脱
北女性を対象とする学術論文は、脱北者関係の論
文のうち 8.22％にすぎない（イ・ヨンソン、ク・
ヘワン、ハン・インヨン 2011: 147）。

チェ・ヒョンシル（2010）は、脱北者の無保護
状態を「ホモ ･ サケル（homo sacer）」に適用で
きると論じている。「ホモ・サケル」とは直訳す
れば「聖なる人」であるが、提唱者であるアガン
ベン（2003: 103-104）によると、古代ローマ法で

「邪であると人民が判定した者」をいい、犯罪人

であっても「その者を生け贄にすることは合法で
はない。だが、この者を殺害する者が殺人罪に問
われることはない」存在である。

首相官邸の事態対処専門委員会によると、有事
において中国に 50 万から 100 万人、日本に 10 万
から 15 万人規模の難民が押し寄せることが想定
され、偽装難民も当然入り込む可能性がある（2）。
従って、脱北者の処遇や定着問題は、韓国にとっ
て統一の準備であり、中国や日本にとっては想定
される安全保障上の問題である。

まず、脱北者の特性を大雑把に調べてみると、
①性別では女性が 8 割弱であり（3）、②地域別で
は咸境道出身者が 9 割弱であり、③職業別では無
職が 50％で労働者 38％である。④学歴別では高
等中学校（高校相当）卒が 70％、専門大（短大
相当）卒 9％、大卒以上 8％である。⑤脱北後の
定着地別ではソウル（29％）、京畿（27％）、仁川

（9％）等首都圏に集中的に居住している（統一部
2012）。

脱北の理由も多様化している。「脱北者」全体
ではなく、「北朝鮮国民」と「女性」、「脱北者」
の基準から人権侵害被害の最も深刻と思われる

「脱北女性」に焦点をあて、多角的かつ総合的に
研究する必要があるであろう。そこで、本稿では、

「結婚（事実婚を含む）」をキーワードとして女性
の結婚に焦点を当て、具体的に彼女達の人権がい
かに侵害され、どう解決すべきかを考察したい（4）。

2．北朝鮮における結婚・離婚

韓国の学説（たとえば、シム・ヨンヒ 2006: 
176）によると、北朝鮮の女性政策は、二転三転
しており、国家政策一般に従属してきた。他の団
体に属しない 31 才から 60 才までの女性が義務的
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に加入する女性団体である「女性同盟」も、女性
の権益伸長及び保護のための自発的組織でなく、
党政策貫徹及び社会主義経済建設に女性を組織動
員する任務を遂行する党の外郭団体に過ぎないの
も同じ流れである（5）。

金日成（1984: 379）は「すべての社会を革命化、
労働階級化しようとするなら女性を革命化、労働
階級化」すべきであり、家庭の革命化にも大きな
意義を持つという。つまり「主婦である女性の思
想状態」は、子のみならず、男も妻の影響を少な
からず受け、その結果、家庭はその本質を失い、
機能的集団となる。特に 90 年代後半以降の食糧
難等は、夫婦関係の破綻、脱北等を招来し、家庭
解体に拍車がかかった（6）。食糧を確保できない
家長たる夫の権威は地に落ち、「昼間電灯」と呼
ばれたりする。一方、中国に行き、国内を行商し
て食糧を確保する妻の地位が相対的に上昇した。

北朝鮮では、恋愛結婚希望者が多いにもかかわ
らず、現実を考え、見合結婚が大半である（テッ
サ・モーリス - スズキ 2012: 103）。つまり生存戦
略のための生殖家族形成という色彩が濃い。金日
成（1984: 384）は、「女性を多く社会に進出させ
ようとするなら女性が安心して仕事をすることが
できる条件……託児所、幼稚園をもっと多く設け
……三大技術革命を促し、質の良い食料加工品と
台所用品を多く生産供給して、女性の家庭仕事」
を減らすといい、実際そうしたため、主婦は、主
体思想を物心付く前からたたきこまれた子に対し
て影響力を及ぼしにくいともいわれる。

北朝鮮家族法（1990 年）は、家族関係の通則
として、幅広い結婚禁止範囲、父姓追従の原則、
広範囲の家族扶養義務など前近代的な家父長秩序
の要素を法文化するが（キム・ククシン他 2011: 
306-307）、敬慕の対象は首領である。「家庭は社
会の基層生活単位」（第 2 条）であり、全社会を「社
会主義大家庭」に建設する細胞とみなすことで、
家庭の独立性を奪うため、北朝鮮において結婚は
私事ではない。たとえば、結婚年齢は同法第 9 条
により男 18 才、女子 17 才とされるが、実際には、
金日成が、社会主義労働青年同盟第 6 次大会で「仕
事に熱中することができる年齢に結婚をすれば革
命課題遂行に支障を与えることになる。男は 30

才、女は 28 才になった後に結婚した方が良い」
と言及した（イム・スンヒ 2002: 23-24）ため、
晩婚が多い。しかも、婚姻はわが国のような「届
出制」でなく、国家登録機関が実質的な要件審査
を行う。

他方、脱北を決心するに際して、子や親に比し、
夫と一緒に脱北するパターンが少ない点につき、

「浪漫的愛情」の欠如ゆえだとする見解（イ・ス
ンヒョン、キム・チャンデ、ジン・ミジョン 
2009: 98）もある（7）。「一般的に家父長的結婚の特
性は夫婦の間の愛情や親しみ、満足度と関係なく
安定性が高い。結婚が個人の結合でなく一族の間
の結合だから夫婦関係の質や満足度が低くても夫
婦関係を維持しなければならないという関係内
的・外的圧力が大きい」（イ・スンヒョン、キム・
チャンデ、ジン・ミジョン 2009: 36）ためだが、
脱北時には、その圧力がなくなるためであろう。

さらに、家族法は第 21 条で「配偶者が夫婦の
愛と信頼をはなはだしく裏切る等の理由で夫婦生
活を継続することができない場合には、離婚する
ことができる」とあるように、離婚に関して、原
因はともかく、破綻した以上離婚を認める破綻主
義を原則としている。破綻に責任ある者からの離
婚請求を認めない有責主義を原則とするわが国等
と逆の建前をとるが、現実には、法的には裁判離
婚しか認められず、運用も離婚に極めて消極的で
ある（8）。脱北者の話によると、離婚は夫婦 100 組
に 1 組の割合だという（崔達坤 2001: 214）。離婚
は社会統合と社会主義大家庭形成に否定的影響を
及ぼすからである。ちなみに、北朝鮮では、「幹
部は幹部の子供同士で結婚させる。他の成分（階
層）間では結婚をしない。……閉鎖的な体制を構
築する」（東國大學校北朝鮮日常生活研究センター 
2010: 53）。特に、娘を持つ党・政・軍幹部が対外
事業に従事する婿を迎える形態が一般的だという

（ソン・ジョンイク 2002: 51）（9）。
家事と仕事の二重労働は、「女性らしさの喪失、

女性の男性化、母性の喪失、子の教育への関心希
薄化、労働による肉体的負担が加重し、家族に対
する関心と愛着が欠如する」（孫鳳淑 1982: 230）
など、弊害が大きい。

帰国事業で北朝鮮に渡り、2000 年すぎに脱北
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した梁東河の回想が北朝鮮女性の境遇をよく表現
している。

北朝鮮の女性は、働くためだけに生まれてき
たような可哀想な存在だった。職場での男性並
みの重労働の後に、なお家事を行なうのが北朝
鮮では普通だった。職場と家庭で休みなく働き、
その間に子供を産んで育て、夫を立てながら家
庭を守り、ありとあらゆる苦労を背負っていた。
しかし、大切にされることが本当に少なかった。
女性も、粗末に扱われることが当然のように考
えているようで、……北朝鮮の若い女性が中国
の朝鮮族の農村に売られていくのは、働き者で
がんばり屋で辛抱強いという評判が定着してい
るからである（梁東河・中平信也 2005: 66-67）。

3．中国における結婚

中国政府は UNHCR が脱北者にアクセスする
ことを許可せず、しかも脱北者を中朝間の協定等
に基づいて単なる不法越境者として強制送還する。
国際社会等からの批判も強いが、中国の立場から
すれば、中朝国境には歩いて渡れる場所も多いた
め、いったん難民認定してしまうと、数十万とも
想定される中国滞在中の脱北者が一気に認定申請
したり、さらに北朝鮮からの脱出行為を誘発した
りすることになりかねない。

事実上行使できないだけであるが、韓国憲法第
3 条は「大韓民国の領土は、韓半島及びその附属
島嶼」と定めているので、韓国の主権は北朝鮮に
も及ぶ。とすると、中国にいる脱北者は南北の二
重国籍状態だと考えるべきことになる。実際、韓
国に入国すれば韓国政府は自国民として韓国籍を
付与している（10）。中国の立場からすれば、難民
条約第 1 条 A（2）の定義「国籍国の保護を受け
ることができない」において、韓国という保護す
べき国を有することとなって、論理的には韓国に
送還すべきことになる（2011 年 12 月 12 日発聯
合ニュース）。

しかし、韓国の受入体制が不十分であること、
偽装難民の審査の困難、脱北者の犯罪が社会問題
化していること、韓国は日本への人身売買中継地

でもあること（『読売新聞』 2010 年 10 月 23 日）
等のほか、問題は、韓国民の多くが全体的に統一
は望みつつ、現状での貧困な北朝鮮との統一を望
まない者が多く、脱北者の無条件受容に対するコ
ンセンサスができていない点であろう。

なお、脱北女性が中国に入国するには、国境地
域を往来する朝鮮族を中心とするブローカーに依
頼する場合が約 8 ～ 9 割である。家族の犠牲とな
るために自主的に河を渡ることもあるが、ただ働
いて戻るだけのつもりで渡っても人身売買ブロー
カーが対岸で待っていて、女性を連れ去ることも
多いようである。ちなみに中国でも人身売買は刑
法（第 240 条乃至第 242 条）により、最低でも
10 年以上、最高死刑までの厳罰に処せられる（登
坂 2010: 57-58）。中国では見合いでも仲人に謝礼
金を渡す風習があるが、その延長で規範意識にや
や欠けるという可能性はある。

都会や韓国等に出稼ぎに行って嫁不足になった
東北部を中心とする農村地帯の高齢独身者、障害
者等、条件の劣悪な男たちの家に脱北女性は買わ
れて行く（11）。彼らは女性を買うための借金をす
るが、その借金を返済するのは脱北女性自身の労
働によるケースも多く、ここでも脱北女性は非人
間的な扱いを受ける。中国では、戸籍のない者と
の結婚は許されず、裕福な場合は他人の戸籍を買
う例もあるが、多くは単なる同棲である。子がで
きても無戸籍のままか、自分がいては子の入籍が
できないため脱北女性がその家を出て、中国国籍
法第 4 条によって子だけを入籍するかの選択を迫
られる。ここでも家族解体が発生する。そのうえ、
いったん韓国に入国した脱北者は、中国の査証は
容易に得られず（イ・スンヒョン、キム・チャン
デ、ジン・ミジョン 2009: 56）、子にも会えない。
なお、脱北女性が北朝鮮に強制送還されたりした
場合、中国人男性との子の相当数は中国人の父に
よって捨てられるという（『中央日報』2011 年 11
月 5 日）。放置すれば、中国も批准している親か
らの分離の禁止や出生登録と教育をさせる義務を
定めた「児童の権利に関する条約」に反すること
になる（12）。

ただ、脱北女性も中国内滞在が長期化し、現地
語習得等により適応能力が向上するにつれ、そこ
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から抜け出す方法も体得し、強制結婚も減少し、
さらには現地の食堂等で仕事をしながら朝鮮族や
韓国男性客と懇意になり、自主的に同棲するケー
スも多いとの証言がある（イ・クムスン 2007: 
9-10）。北朝鮮と中国に各々家庭を設け、1 年の半
分ずつを暮す脱北女性もおり、夫婦の「貞操義務」
には反するが、夫婦の同居を社会主義大家庭建設
という国家の必要に劣後させるためか、北朝鮮法
には夫婦の「同居義務」がなく、同居しない点は
法的には追及されない。

4．韓国入国後における結婚・離婚

韓国に到着し、当局（大成公社（13）等）からの
調査・研修を受けた後、正式に入国した脱北者の
望みは、一日も早く精神的及び経済的に安定した
生活、つまり正常な職業生活で収入を確保し、健
康な家庭を築くことである（14）。しかし、実際に
は就業も困難、病人も多く、越境の時点で脱北女
性は「純潔な北朝鮮女性」から、「性を蹂躙され
た脱北女性」という負のイメージへと、一気に転
化し、結婚も相当厳しい。「飢餓の前に思想も貞
操もない」（イ・セロプ 2002: 59）という性イメー
ジが、大成公社やハナ院での調査時における男性
職員による言葉の暴力として現れているとの指摘
もあり（イ・セロプ 2002: 79）、脱北女性は、入
国早々、韓国における自己の立ち位置の低さを確
認させられる。

しかし、韓国社会にとっても、統一が直ちに期
待できない現段階では、彼らの速やかな定着を期
待するしかない。しかも、将来の統一時に、民主
主義を学んだ元脱北者の果たす役割は非常に大き
く、彼らの健全な定着は国家的要請でもある。北
朝鮮社会の再建の架橋者としての役割を担い、必
要な人材として育成する必要がある。北朝鮮社会
の問題を体で知り、北朝鮮の人々と人間関係を有
し、組織・行動パターンまで知悉している彼らを
活用しないで統一後の混乱収拾はできず、国政・
地方政治もうまく回らない。国際社会の先進文化
も経験した脱北者は新しい北朝鮮の希望であり、
未来である。他方、脱北者の定着を阻害する要因
として、①韓国人の無理解、差別、②北朝鮮での

キャリアの無効化、陳腐化、③命令待ちの姿勢、
人間不信、告げ口体質等の北朝鮮での長い社会生
活の後遺症等が考えられる。

さて、韓国入国後の既婚脱北女性の選択肢とし
て以下のものがある。①夫を呼び寄せる。②夫と
離婚し、北朝鮮又は韓国人男性と再婚する。③夫
と離婚するが、独身のままでいる。道徳的にはこ
の選択が望ましいであろうが、展望もない統一や
自由交流の日を待って「一生を孤独の中で生きて
いくよう強いることは、過度に苛酷」である（李
炳旭 2005: 5）。そして④夫との再会を待って何も
しないことも考えられるが、ここでは再婚の障害
となる重婚問題を考える。

その前提として問題となるのが戸籍である（15）。
もともと韓国に住み、南側に戸籍があり、不在宣
告を受けた場合は、戸籍の回復手続きでよいが（戸
籍例規第 201 号）、戸籍が南側にない者は新規に
戸籍を編制する必要がある。その際、配偶者が北
側にいる場合は、韓国戸籍の「配偶者」欄には記
載できない（16）。脱北者の一方的陳述を信じるし
かないため、架空の人物を配偶者と言う可能性も
あるからである。実務的には、身分事項欄には「北
朝鮮で○○と結婚した」旨の記載をするため、韓
国で再婚を考える脱北者は、北朝鮮残留配偶者の
死亡の事実を証明するか、失踪宣告や「不在宣告
に関する特別措置法（17）」に基づく不在判決、又
は正式な離婚判決を得なければならない（18）。韓
国入国時に「北朝鮮では独身であった」旨を虚偽
申告すればよさそうなものであるが、「北朝鮮離
脱住民の保護及び定着支援に関する法律」（以下、
北朝鮮離脱住民保護法）の第 33 条にある罰則に
抵触する。

北朝鮮で結婚していた脱北者は韓国で結婚する
と重婚になる（韓国民法第 810 条）（19）。日本と
違い、韓国では重婚は刑法では処罰しないが、姦
通罪（刑法第 241 条）で処罰される（20）。裁判離
婚（21）しか認められない北朝鮮の裁判所に提訴し
ようにも訴状の送達さえ不可能に近い。そこで、
韓国の裁判所への提訴を可能にすべく、北朝鮮離
脱住民保護法の改正（2010 年）により、裁判離
婚の当事者への送達は、民事訴訟法第 195 条によ
る公示送達により、最初の公示送達は実施した日
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から 2 ケ月後（同一当事者に対しては実施翌日か
ら）に有効になるものとされた。

実際の事件をみてみると、ある判決は、以下の
ようにいう。

①被告（北朝鮮在住の夫）は、婚姻生活中しば
しば酒を飲んで原告（韓国在住の妻）に暴力をふ
るい、家計を省みなかった事実、原告は 1998 年
頃被告と別居し、両者の婚姻生活が既に北朝鮮で
も破綻し、その後原告が脱北した点、②現在、被
告が韓国に居住しているかどうか不明である点、
③軍事境界線を基準として分断され、南北住民間
の往来や書信交換が自由でない現在の状態が近い
将来に解消される可能性がそれほど大きくない点
等の「事情を総合すれば、原告・被告間に婚姻関
係を継続し難い重大な理由があるから、これは民
法第 840 条第 6 号所定の裁判上の離婚理由に該当
する（22）」。

被告が出廷すれば反論したであろう不利な事実
を民事裁判ゆえにすべて認定され、訴訟費用も被
告負担とされる。しかも、統一後はもちろん、北
朝鮮在住の夫が偶然この事態を知った際、韓国の
裁判所に再審の請求をすることも可能なので、混
乱（訴訟合戦）は免れない。日本の民事訴訟でも
導入している、「テレビ（又は電話）会議システム」
による尋問が検討されてよい。ハード的にも離散
家族面会所にあるテレビ画面による面会設備等が
活用できそうである。

ただ、2012 年 5 月の「南北住民間の家族関係
及び相続等に関する特例法」（以下、特例法）施
行により、北朝鮮での婚姻事実を隠すなどして重
婚になった場合は、「後婚」を取り消し得ないも
のとされ、長期間継続した後婚配偶者の信頼を保
護することとした。ただし、特例法第 6 条及び第
7 条に基づき、後婚配偶者と重婚取消の合意がな
された場合は除外される。また、特例法第 8 条及
び第 9 条に基づき、嫡出関係存在確認請求や認知
請求が分断によって不可能な場合、提訴に障害事
由がなくなった日から 2 年内に提訴できるものと
した。

韓国憲法に従って北朝鮮は韓国の一部であり、
法律も韓国法のみが及ぶとすれば、北朝鮮での結
婚自体が法的に無効であり、法的には初婚だから

再婚も問題ないということになる（23）。しかし、
そもそも北朝鮮は、対外的に国家の成立要素を備
えており、国際法上、南北は各々独立の国家と考
えられ、実際にもそう扱われている。然らば相互
に法を尊重すべきであり、また、北朝鮮離脱住民
保護法も北朝鮮での結婚が有効であることを前提
に規定されており、北朝鮮での結婚は有効だとす
るのが論理的帰結である。ただ、これを認めてし
まうと、すべてがなし崩しになるという原理的困
難があって、韓国政府は容易にはその立場を認め
ないのである。

また、韓国では離婚について原則的に有責主義
をとるが、配偶者が北朝鮮におり、自由往来がで
きず、現状では統一も展望できないという点を
もって「有責」だとは言えまい。今次の改正は有
責でなくても離婚を認める点で破綻主義を採用し
たようにもみえる。北朝鮮では離婚は裁判でしか
認められず、かつ高額の手数料や賄賂を要し、特
に女性からの離婚請求は困難なのに、韓国に来る
と非常に簡易に離婚が許されるというアンバラン
スはある。

さて、『東亜日報』（2011 年 11 月 4 日）によれば、
韓国には、脱北者のための結婚相談所が 15 箇所
あり、脱北女性の結婚を仲介する専門業者まであ
る。「南男北女結婚コンサルティング」のチェ・
ヨンヒ代表（脱北女性）は、脱北女性は、配偶者
への条件は「経済力と寛大な心」だけ、「年齢、
職業、教育水準等をあまり問わず」、従順な態度
にも韓国男性が好感を持つため、成婚率は高い。
ただ、男性側が脱北女性への十分な理解なしで急
いで結婚すれば多文化家庭とはまた別の葛藤を経
るおそれがあると警告する（『朝鮮日報』2009 年
8 月 14 日）。

脱北者は、結婚または再婚するとしたら、配偶
者としてどの国籍者を選ぶであろうか（表 1）。
北朝鮮男性は、韓国人女性ではなく（8.2％）、北
朝鮮女性との結婚を強く希望する（51.0％（24））。
他方、北朝鮮女性は北朝鮮男性をさほど好まず

（26.7％）、韓国人男性との結婚を望む（28.7％（25））。
また、男女とも中国人（漢族・朝鮮族共に）をあ
まり好まない。特に北朝鮮女性は、朝鮮族を
11.9％、漢族を 1.0％しか希望していないのに、
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実際には 40.0％が彼らと結婚している（26）。つま
り、ここにも脱北女性の「生存戦略としての結婚」
面を看取することができ、結果、韓国内で、中国
人を父、北朝鮮人を母とする多文化家庭が増える。
この場合は 3 つの文化（北朝鮮、中国、韓国）に
接することになり、それぞれに適応しなければな
らない。ダブルと称して「多文化」を有意義なも
のとする風潮もあるが、それを克服できない児童
などは自ら選んだ脱北でないので反抗心や挫折感
が強く、アイデンティティの混乱に陥る可能性も
ある。

さらに、韓国人が、脱北者を結婚相手として考
えるかにつき、敬遠するという回答が男性は
40.9％、女性は 56.4％と、女性のほうが結婚相手
として脱北男性を忌避する。逆にいうと、結婚相
手として脱北女性のほうが好まれる（パク・ジョ
ンナン 2011: 110）。結婚における男は経済力とい
う性役割の意識が韓国にまだ残っているのかもし
れない。ただし、2011 年の場合、韓国の国際結
婚の 74.8％（統計庁）が韓国男性と外国人女性の

組合せである点も勘案すべきであるが、本稿では
触れない。

脱北者アンケート（大韓弁護士協会 2010: 337）
によると、北朝鮮では家庭で生計を維持すべき責
任は女性にあると考える人が 70.5％にもなるとい
うが、主婦が脱北し、残された北朝鮮夫はどうす
るか。①妻の（脱北）共犯とみなされないよう、
直ちに脱北妻と離婚し、北朝鮮女性と再婚する。
実際これが多い。「正当な政治的要求からの離婚
問題の提起」は、夫婦関係を継続できないものと
して離婚理由となるのである（崔達坤 2001: 219）。
②妻を待つ。この場合、上述の脱北女性と共通の
問題が発生する。統一時又は脱北・南北交流等で
夫が韓国に来たときが問題である。韓国法では合
法でも妻は北朝鮮法によれば重婚であり、北朝鮮
家族法（27）では一夫一婦制を厳守する社会主義法
ゆえに、不在宣告取消時の善意の後婚を除けば、
後婚は無効となる。すると北朝鮮での前婚が有効
になり、韓国での結婚に起因するすべての法的行
為が無効となり、後婚の子の地位は婚外子となる。
長期の離散により実体がない前婚を無効とすべき
か、経済的な理由のみで結婚した後婚を無効とす
べきか。理論的には「無効」は追認不能であるか
ら文言にかかわらず「取り消し」すべき行為と解
するのが妥当であろう。ただ、後婚が取消原因と
なり、他方で前婚については離婚原因となってし
まい、独身状態になるという背理が生ずる。統一
時に国境を暫定的に維持したまま、自由交流を認
めることで身分関係の当事者間の自主的解決に委
ねるなどの制度的工夫が必須となる。

次に中国等における売春問題について考える。
「自由意思」による行為であれば、セックスワー
カー的権利を論ずる意義もあろうが、「生きるた
めにやむを得ずにした行為」は真正な「自由意思」
ではない。また、だからといって夫が寛大とは限
らない。「韓国人の夫が脱北女性の過去を暴いて
詳細に知ることを望むとき、相当な葛藤と不適応
を体験する……。夫は妻の正直さに対して疑いを
持ち、妻は夫が自身を理解できないことに対して
空しい感情を持」つ（イ・スンヒョン 2009: 123）。
朝鮮戦争後の売春婦は、客だった米兵に連れられ
て米国に行き、国際結婚したが、これは「貞操を

表 1 結婚または再婚するとしたら、配偶者としてどの国籍者
を選ぶか？

区分
性別

全体
男 女

北朝鮮人
頻度 25 27 52

性別の％ 51.0％ 26.7％ 34.7％

韓国人
頻度 4 29 33

性別の％ 8.2％ 28.7％ 22.0％

漢族（中国）
頻度 0 1 1

性別の％ 0.0％ 1.0％ 0.7％

朝鮮族（中国）
頻度 4 12 16

性別の％ 8.2％ 11.9％ 10.7％

どの出身でも
関係ない

頻度 7 19 26

性別の％ 14.3％ 18.8％ 17.3％

その他
頻度 9 13 22

性別の％ 18.4％ 12.9％ 14.7％

全体
頻度 49 101 150

性別の％ 100.0％ 100.0％ 100.0％

（出所）北朝鮮人権情報センター。パク・ジョンナン（2011: 93-94）
から再引用。



脱北女性の結婚   47

守れなかった女性を国外に出すメカニズム」（崔
吉城 2001: 14）となっていたという見解もある。

他方、 中国人の子を妊娠した脱北女性が北朝鮮
に帰ろうとすると、北朝鮮で、強制流産等の苛酷
な対応を受けることが多い。「汚らわしい」と非
難していることからみて民族の純潔ないしは儒教
的に道を外れた行為として配偶者ある女性が中国
で中国人の男と性関係を持った行為を「民族の恥
辱」（崔吉城 2001: 10）と考えるのである。しかし、
パンソリで有名な『沈清伝』のように父のために
自らを犠牲にする娘が「孝」として称賛されもす
る（28）。
「規範から女性が逸脱すると、 女性たちを厳し

い目で社会は捉える。……女性を「良き女性」と、
規範から逸脱した「堕落した女性」という浄と不
浄に二極化する。……それは、 差別や偏見を生み
出す構造を強化させる」（島崎 2010: 192）。脱北
者に対する偏見の一つが、間諜ではないかと疑い
の目で見られることであるが、ハニートラップを
駆使した元正花のような間諜が脱北女性の性イ
メージを一層悪化させる（29）。

さらに問題なのは、女性による「同性内差別と
いう構図」（島崎 2010: 192）である。本来被害者
であるはずの女性、特に「夫と共に来た女性たち
の場合、あるいは年齢が高い女性たちであればあ
るほど躊躇なく非難し、自分たちを差別化する。
……韓国女性よりきびしい」（イ・セロプ 2002: 57）。

5．結論に代えて

第 2 章では北朝鮮の人権問題、第 3 章では中国
の人権問題を論じた。さらに第 4 章では韓国の適
応問題を論じた。本節では、まず適応問題、次に
人権問題につき、結論に代えて検討してみること
にしたい。

第 4 章でみたように、韓国の脱北者問題といえ
ば、結局、韓国社会への定着、「適応」という名
の「同化」（表 2 のⅢ型）の問題である。結婚は、
脱北女性が韓国社会に適応するために重要な契機
となるが、韓国入国後の脱北女性の結婚は「脱北
過程における結婚関係と形態が影響を与え、……
中国での朝鮮族や漢族との結婚は、結合自体が生

存のために半強制的なものであったため幸せな結
婚に対するビジョンがなく……生命を助けてくれ
た相手に対する反対給付的借金意識等が葛藤の原
因」（キム・ジンスン 2010: 139）ともなる。

北朝鮮のものは何でも間違った悪いものだとい
う認識から、一方的に韓国側の政治体制・社会・
文化に合わせることを求められがちである。北朝
鮮や中国で人間以下の生を強いられ、ようやく韓
国に入っても、この苦痛が待っている。それが悪
循環となって適応をさらに困難にする。ストレス
や葛藤のあまり、再度米国等に逃避しようという
動きさえみられる。

さらに、職場等で北朝鮮の人だと分かると差別
されるため、北朝鮮が「文化語」と称し、誇りを
もつ北朝鮮の言葉を矯正しないといけないという、
少数者・異邦人としての悲哀も経験する。ただ、
最近の韓国社会における多文化現象への対応は
2011 年の「多文化家族支援法」の制定のように
顕著であり、徐々に改善されることとなろう。

たしかに脱北者には、階層や性別、年齢、学歴
等の資質を個別に分析・解明し、当該脱北者の韓
国に対する価値観やライフスタイルへの葛藤に対
しては、いわばオーダーメード型の処遇が必要な
のだが、脱北者が増えていけば、容易なことでな
い。そこで、以下のような発想の転換も可能かも
しれない。「私たちが考える北朝鮮はこの世の中
にない」（キム・ジンスン 2010: 149）と言われる
ように分断 60 年余、南北双方に固有の社会・文
化が形成され、別の歴史観を持つようになってい
る。同一民族としての求心力も失われつつあり、
同胞と言いつつも二等国民扱いされるなら、自ら
のアイデンティティを維持し続けるためにお互い

表2 「北朝鮮移住民」の韓国社会適応類型

韓国社会参加程度

高い 低い

北朝鮮文化・ 
アイデンティティ 
維持の程度

高い Ⅰ．統合型
（Integration）

Ⅱ．孤立型
（Isolation）

低い Ⅲ．同化型
（Assimilation）

Ⅳ．周辺化型
（Marginarity）

（出所）ユン・インジン（2009: 67）。なお、ユン・インジンは、脱
北者を「北朝鮮移住民」と呼ぶ。
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に外国人という認識をするほうが現実的となると
考えられる（表 2 のⅡ型）。

次に、第 2 章と第 3 章で論じた人権問題につい
て検討したい。北朝鮮や中国での脱北女性に対す
る人権侵害解決のためには、長期的観点からは、
世界レベルでの公論化は必要と考えられる。難民
定義にジェンダー要素を取り入れる動きもある
が（30）、脱北女性に触れた主張はみられない。そ
して、「脱北女性という新しいイシューが超国家
主義運動を広めるに足りる政治性と象徴性を持つ
……ならばアフガニスタンやイラクの女性問題」
同様、国際社会から注目される可能性が高い。脱
北女性の人権が朝鮮半島だけでなく国際社会全般
の 問 題 だ と い う 認 識 を 広 め、「 客 観 性

（impartiality）を浮上させるための高度な戦略が
必要で、そのために世界女性団体との積極的交流
とアジェンダ形成のための共同努力が切実」（ホ
ン・キュドク 2002: 42-43）だとする意見もある。

しかし、中国に対して脱北女性の難民認定や韓
国への引渡等を要請する場合、規範的な側面から
中国の国内法や中国が加入している国際人権条約
を遵守するよう国際社会が要求するとしても、最
終的な難民認定は現地国の固有権限であり、中国
にも難民認定しない相当の理由がある。可能な限
り中国との外交的摩擦を回避しつつ、非公開の 2
国間交渉でその協力を得て、静かながらも実質的
な形で脱北者を保護することが、現実的な方法で
あると考えられる。実際、少ないながら脱北者の
引渡も行われてきた。ところが、2012 年に入り、
韓国政府は、難民協約と拷問防止条約の「強制追
放又は送還禁止」条項を根拠に、2 月の国連人権
理事会で脱北者問題を公式的に提起し、これまで
の二国間問題から国際問題へと転換させた。今の
ところまだ評価できる時期ではないが、外交とは
結局、国力がものをいうことが多く、脱北者問題
解決のための外交力量が強化される必要があろう。
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への対処に関する法律」では「北朝鮮を脱出した者
であって、人道的見地から保護及び支援が必要であ
ると認められるもの」とされるが、韓国での定義（北
朝鮮離脱住民保護法）である「北朝鮮に住所、直系
家族、配偶者、職場等を置いている者であって、北

朝鮮を脱出した後外国国籍を取得しない者」のほう
が、具体的である。類型別にみると、①理念型 : 北
朝鮮体制に対する嫌悪から脱北、②生計型 : 食糧難
等経済的な理由で脱北、③ well-being 型 : より良い
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したが、反対意見が強かった（緒方 2002: 172-173）。

（3）なぜ女性が多いのかについては諸説あるが、①家
庭における家事と仕事の二重労働、生活を支える責
任が女性にある、②儒教社会ゆえの男尊女卑、③脱
出が容易（男は企業所に固定され、監視も強く、兵
役期間も長い）、④脱出後も売春等女性の仕事が多く、
生き易い、⑤チャレンジ精神が旺盛（男性は体制順
応型が多い）などが考えられている。

（4）結婚とは「男女が夫婦の関係を結ぶこと」（ムン・
ヨンホ他 2004）であり、北朝鮮家族法第 11 条は「①
結婚は身分登録機関に登録をし、法的に認められて
こそ国家の保護を受ける。②結婚登録をせずに夫婦
生活をすることができない」とし、事実婚（内縁）
を禁止している。北朝鮮憲法（2012 年）第 78 条は「結
婚及び家庭は国家の保護を受ける」とする。本稿では、
結婚という語に事実婚を含めて言う場合がある。金
日成父子は、複数回の結婚や事実婚をしているが、
彼らには法自体が適用されない、すなちわ統治の主
体であって対象ではないと考えるしかないであろう。
五味（2012: 216）によると、金正男は「しばらく同
居して、子供ができた女性や、交際した女性は多い
ですが、結婚したワイフは一人という意識」と言っ
ている。
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見解（シム・ヨンヒ 2006: 183）もある。最近の「女
性権利保障法」（2010 年）第 7 条は「女性同盟は女
性権利保障のための女性の組織」と規定する。

（6）家族解体とは「単に関係や構造の分離だけを意味
するのではなく、家族としてのアイデンティティが
共有されることができない状態、そして情緒的紐帯
と結束、子供の社会化等の家族の機能が正しく遂行
されることができない状態を含む」（イ・スンヒョン、
キム・チャンデ、ジン・ミジョン 2009: 28）。

（7）脱北を一人で行うのは、体力の問題もあるであろう。
「未婚の場合には概して一人で脱北し、既婚の場合に
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は一人で脱北するか、そうでなければ生殖家族と共
に脱北する。脱北を決めたり、履行したりする過程
で原家族が共に動く場合は殆どない。しかし脱北後
中国や韓国に定着することになれば概して両親や兄
弟姉妹をまた探す。」（イ・スンヒョン、キム・チャ
ンデ、ジン・ミジョン 2009: 49-50）。

（8）家族法第 20 条。1956 年までは協議離婚も認められ
ていた。裁判離婚事由は明文化され（「民事規定施行
細則」）、①当事者が厳重な罪を犯して長期刑を受け
た場合、②当事者が長期的、慢性的な精神病で完治
する可能性がないことが科学的に認められる場合、
③当事者が 2 年以上行方不明になり結婚生活を維持
できない場合、④当事者が夫婦の信義をひどく裏切
り社会的に非難を受ける場合、⑤当事者が結婚生活
を継続できない身体上の障害又は慢性的病気で配偶
者と後代に悪い影響を与えるおそれがある場合、⑥
正当な政治的要求で離婚問題が提起された場合等

（イ・スンヒョン、キム・チャンデ、ジン・ミジョン 
2009: 9）。

（9）なお、身分違いの結婚は、低い方の成分に従った
権利しか与えられない。

（10）ただし、韓国国籍法等には北朝鮮国民の韓国国籍
取得手続きに関する規定はなく、就籍手続きに関す
る規定だけがある。他方、北朝鮮国籍法上（第 2 条、
第 5 条）、大部分の韓国人は北朝鮮国籍も持つことに
なる。

（11）「中国人男性にとって、北朝鮮の女性には神秘的
な魅力がある。飢餓が身体や顔色に及ぼしたダメー
ジはあるが、北朝鮮の女性はアジアで一番美しい女
性の部類に属する」。韓国の男たちは南男北女が遺伝
的観点から「理想的な組み合わせだと言うのだ。中
国の男たちは、北朝鮮女性は中国女性よりも控えめ
で従順だと感じている」（バーバラ・デミック 2011: 
295）。

（12）親からの分離禁止は 「家族結合権」と呼ばれたり
するが、日本の成文法上にはこの概念は存在しない。

（13）4 週間から 9 週間いる場合が多い（62.9％）。国家
人権委員会 2010.（問 82）による。なお、最近、大
成公社は対共間諜業務に戻り、 従前の業務は国家情
報院の主管する総合合同尋問所に移管されている。

（14）「幸福追求権」と呼び、韓国（日本でも）では憲
法（第 10 条）上の権利である。

（15）韓国では、2008 年の戸主制度の廃止等に伴い、「家
族関係登録簿」となったが、便宜上本稿では戸籍と
呼ぶ。北朝鮮では、 1946 年の「公民証に関する決定」
により同年中に公民証を交付し、1955 年「公民の身
分登録に関する規定」で、戸籍を廃止したとされるが、
詳細は不明。住民登録に類する公民証は、改訂を経
ながら今も存続している（「公民登録法」）。

（16）韓国内居住の脱北者の婚姻状態は、結婚 35.3％、
未婚 27.7％、離婚 13.0％、死別 10.5％、同居 9.2％、
別居 2.9％、その他 1.4％、また配偶者の国籍は中国
35.6％、北朝鮮 34.0％、韓国 27.2％、その他 3.2％で
ある。24.8％は韓国に入国してから結婚した（北朝
鮮離脱住民支援財団 2011: 147-148）。

（17）1967 年制定、2009 年最終改正。北朝鮮から韓国
に移り、新たに戸籍を編制した者のうち北朝鮮側の
残留者に対して、家族や検事の請求により、裁判所
が不在宣告をし、失踪宣告を受けたとみなす制度で
ある。死亡した事実が証明された場合等は、不在宣
告は取り消され、その宣告後から宣告が取り消され
る前までに善意でした行為の効力には影響を及ぼさ
ない。

（18）2003 年 3 月 18 日（戸籍例規第 644 号）以降、こ
のような扱いになった（ヤン・チョンス 2008: 294）。

（19）重婚は北朝鮮刑法第 270 条（違法婚姻罪）で、2
年以下の労働鍛練刑等に処される。

（20）ただし、韓国の通説・判例は、「法律婚が事実上
離婚状態にある場合や婚姻の配偶者又は第三者が重
婚の事実に対し善意の場合には、事実婚として法律
上保護される」が、脱北女性の場合には該当しない
ことが多いであろう（李炳旭 2005: 95）。そのほか、
本稿では、国際私法上の細かい論点には触れない。

（21）しかも「公開」裁判である（崔達坤 2001: 221）。
日本の場合、裁判以前に調停や審判が前置される。

（22）2007 年 6 月 22 日ソウル家庭法院判決（2004 드단

77721 離婚事件）。他の数百件の事件もほぼ同一内容
の判決である。

（23）憲法第 3 条で定められている。第 4 条では「大韓
民国は統一を指向し、自由民主的基本秩序に立つ平
和的統一政策を樹立し、これを推進する」といい、
統一に向かうパートナーとして北朝鮮の実体を認め
ているため、両条の整合性につき韓国では大いに議
論がある。もちろん、理論的には、憲法次元の議論
をそのまま国際法上の議論に持ち込むことはできな
い。

（24）北朝鮮の「男性は韓国女性との結婚が難しいとい
う理由でほとんど無条件的に北朝鮮女性たちに積極
的な求愛をする…この過程で性暴力が頻繁に発生し
たりもする。すでに性的に堕落した女性という脱北
女性に対する通念がそのまま転移するためだ」（イ・
セロプ 2002: 147, 92）。

（25）ただし、いったん韓国男性と結婚した場合、政府
からの補助金や各種特典の給付がなくなるため、後
に離婚したりすると困難に遭遇するおそれがある。

（26）実際の配偶者の出身地は、男性の場合、中国
（22.4％）、北朝鮮（64.4％）、韓国（10.2％）、その他
（1.7％）であり、女性の場合は、中国（40.0％）、北
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朝鮮（24.1％）、韓国（32.7％）、その他（0.4％）であ
り、希望とはかなり開きがある（北朝鮮離脱住民支
援財団 2011: 150）。実際の脱北者数は女性が 8 割だ
から北朝鮮女性はもともと北朝鮮男性と結婚する比
率は低い。

（27）朝鮮半島では蓄妾など一夫多妻の慣習があったた
め、殊更に厳格に規制したとされる。北朝鮮最初の
刑法（1950 年）は、女性解放の諸規定（売春、その
強要・仲介、私娼窟設置、女性の結婚強要・蓄妾、
結婚時の新婦側への代価支払い等）を有していた。
他方、日本民法では、重婚は無効ではなく、取り消
すべき行為とされ、しかも北朝鮮と逆に後婚を尊重

する。
（28）日本と異なり、朝鮮半島では概して「忠」より「孝」

が重視された。また、舞台は黄州（黄海北道）である。
（29）元正花は、脱北者を装い、韓国軍の士官や脱北者

団体幹部らと肉体関係を持ち間諜活動をしていたが、
2008 年に逮捕された。

（30）現在の難民条約上の難民定義では、たとえばムス
リム女性のヴェール着用義務のほか、性的虐待、強姦、
女児殺し、女性割礼、強制結婚、奴隷制、DV、強制
中絶等、ジェンダーに基づく迫害を理由とする場合、
女性が庇護を受け難いという主張。たとえば南茂

（2010）参照。




